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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
医療処置ユニット（２００）に、殺生物剤を含むプロセス水（ＢＷ）を供給するための、
プロセス水供給ユニット（１００）であって、
　プロセス水（ＢＷ）を貯蔵するための加圧水コンテナ（９０）；
　前記加圧水コンテナ（９０）を受容するためのコンテナ容器（８０）；及び
　前記コンテナ容器（８０）を収容する円筒状リッド部（６０）；
を備え、
　前記コンテナ容器（８０）は、
　　プロセス水供給ユニット（１００）を圧縮空気源（３００）に連結するための圧縮空
気入口（１０）；
　　圧縮空気連結部（２０）であって、圧縮空気入口（１０）から出てくる圧縮空気（Ｄ
Ｌ）を加圧水コンテナ（９０）に導入するための圧縮空気連結部（２０）； 
　　プロセス水連結部（３０）であって、圧縮空気（ＤＬ）によって加圧水コンテナ（９
０）からプロセス水（ＢＷ）を、医療処置ユニット（２００）に分配するための、プロセ
ス水連結部（３０）；
　　滅菌空気フィルター（５０）であって、滅菌空気フィルター（５０）が、圧縮空気入
口（１０）と圧縮空気連結部（２０）との間の圧縮空気通路に、一体化されている滅菌空
気フィルター（５０）、；及び
　　円状板状ベースプレート（７０）であって、前記プロセス水連結部（３０）及び前記
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圧縮空気連結部（２０）が、前記円状板状ベースプレート（７０）を通過する円状板状ベ
ースプレート（７０）；
　を備え、
　　　前記円状板状ベースプレート（７０）は、前記円筒状リッド部（６０）内に配置さ
れる、
プロセス水供給ユニット（１００）。
【請求項２】
請求項１に記載のプロセス水供給ユニット（１００）であって、前記圧縮空気入口（１０
）と前記圧縮空気連結部（２０）との間の前記圧縮空気通路を遮断／開放するためのスイ
ッチ（４０）をさらに含む、プロセス水供給ユニット（１００）。
【請求項３】
スイッチ（４０）が、滅菌空気フィルター（５０）の下流又は上流にある、請求項２に記
載のプロセス水供給ユニット（１００）。
【請求項４】
板状ベースプレート（７０）が円周シール（７５）を有し、加圧水コンテナ（９０）がコ
ンテナ容器（８０）に締結されると、円周シール（７５）が加圧水コンテナ（９０）を周
囲からシールする、請求項１～３のいずれか一項に記載のプロセス水供給ユニット（１０
０）。
【請求項５】
円筒状リッド部（６０）が、内周に、少なくとも１つのラッチ要素（６１）を有し、加圧
水コンテナ（９０）の対応するラッチ要素（９１）がラッチ要素（６１）に係合して、加
圧水コンテナ（９０）をコンテナ容器（８０）に保持することができる、請求項１～４の
いずれか一項に記載のプロセス水供給ユニット（１００）。
【請求項６】
プロセス水連結部（３０）の上流に配置された、滅菌水フィルターをさらに含む、請求項
１～５のいずれか一項に記載のプロセス水供給ユニット（１００）。
【請求項７】
加圧水コンテナ（９０）が、１００ｍｌ～５０００ｍｌ、好ましくは１０００ｍｌ～１３
００ｍｌの容積を有する、請求項１～６のいずれか一項に記載のプロセス水供給ユニット
（１００）。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか一項に記載のプロセス水供給ユニット（１００）を含む、歯科医
療処置ユニット（２００）。
【請求項９】
請求項１～７のいずれか一項に記載のプロセス水供給ユニット（１００）を含む、ＥＮＴ
処置ユニット。
【請求項１０】
プロセス水供給ユニット、請求項１～７のいずれか一項に記載のプロセス水供給ユニット
を操作するための方法であって、以下のステップを有する、方法：
　圧縮空気を、前記圧縮空気源（３００）から、前記プロセス水供給ユニット（１００）
の前記滅菌空気フィルター（５０）に、案内するステップ；
　前記滅菌空気フィルター（５０）によってろ過された前記圧縮空気を、加圧水コンテナ
（９０）に導入するステップ；
　　ここで、処置プロセスの間、前記加圧水コンテナ（９０）は、プロセス水（ＢＷ）で
満たされ、その結果、前記プロセス水（ＢＷ）がプロセス水連結部（３０）を介して分配
され；及び
　　ここで、清掃段階の間、前記加圧水コンテナ（９０）は、プロセス水を実質的に含ま
ず、その結果、前記滅菌空気フィルター（５０）の下流のプロセス水通路が、前記滅菌空
気フィルター（５０）によってろ過された前記圧縮空気（ＤＬ）のブローによってきれい
にされる。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、医療処置ユニットに、プロセス水、好ましくは殺生物剤を含有するプロセス水
を供給するための、プロセス水供給ユニット及び操作方法に関する。本発明はさらに、歯
科医療処置ユニットに関する。この歯科医療処置ユニットは、ドリルの形態の回転器具で
あることができ、又はこのようなドリルを有することができる。プロセス水は典型的には
、器具を冷却するために及び患者の口腔をリンスするために使用される。
【背景技術】
【０００２】
先行技術のプロセス水供給ユニットは、加圧水コンテナを受容するためのコンテナ容器、
及びプロセス水供給ユニットを、外部圧縮空気源に、例えば歯科診療の圧縮空気コンプレ
ッサーに連結するための、圧縮空気入口を有する。さらに、圧縮空気連結部が設けられ、
この圧縮空気連結部を介して、圧縮空気入口から出てくる圧縮空気を加圧水コンテナに導
入することができる。さらに、既知のプロセス水供給ユニットは、プロセス水連結部を有
し、このプロセス水連結部を介して、加圧水コンテナに導入された圧縮空気によって加圧
水コンテナから送達されるべきプロセス水を、歯科医療処置ユニットに分配することがで
きる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
本発明の目的は、特に安全で安価な、プロセス水供給ユニット、歯科医療処置ユニット及
び操作方法を示すことである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
プロセス水供給ユニットに関して、本目的は、プロセス水供給ユニットが滅菌空気フィル
ターを有し、この滅菌空気フィルターが、圧縮空気入口と圧縮空気連結部との間の圧縮空
気通路に、又は外部圧縮空気源と圧縮空気入口との間の圧縮空気通路に、一体化されてい
るという点において、達成される。
【０００５】
本発明は、歯科診療において、圧縮空気が典型的には、中央圧縮空気コンプレッサーによ
って生成されるという認識を含む。それ故に、その中にあるほこりの粒子及び微生物が吸
い込まれ、圧縮空気ラインのシステムを介して処置ユニットに供給され、それ故に患者に
供給されるというリスクが存在する。この欠点を回避するために、一体化された空気フィ
ルターを有するコンプレッサーが先行技術において提案されてきた。
【０００６】
これから出発して、本発明に係るプロセス水供給ユニットは、滅菌空気フィルターを有す
る。それ故に、感染に対する防御を、処置部位で直接、有利に提供することができる。圧
縮空気ラインのシステムに対する及び／又はコンプレッサーに対する損傷、又はそれらの
不適切な保守を、有効に補償することができる。それ故に、本発明に係るプロセス水供給
ユニットは、特に安全である。
【０００７】
１つの好ましい構成において、滅菌空気フィルターが、＜９０μｍ（マイクロメートル）
の孔径を有する。孔径が＜５０μｍ、特に好ましくは＜１０μｍである場合が有利である
ことが判明している。１つの特に好ましい構成において、滅菌空気フィルターが、＜０．
２μｍの孔径を有する。
【０００８】
特に小型のプロセス水供給ユニットを提供するために、滅菌空気フィルターが、プロセス
水供給ユニットのハウジング容積の内側に配置される場合が有利であることが判明してい
る。滅菌空気フィルターは、特に好ましくは、圧縮空気入口と圧縮空気連結部との間の圧
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縮空気通路に一体化されている。代替的に、滅菌空気フィルターは、プロセス水供給ユニ
ットのハウジング容積の外側に配置することができる。次いで、滅菌空気フィルターは好
ましくは、プロセス水供給ユニットのハウジング容積又はハウジング上に、又はその近く
に、配置される。
【０００９】
滅菌空気フィルターが、外部圧縮空気源と圧縮空気連結部との間の圧縮空気通路に一体化
されている場合、滅菌空気フィルターは好ましくは、外部圧縮空気源をプロセス水供給ユ
ニットの圧縮空気連結部に連結する圧縮空気ホースの端部に配置される。
【００１０】
外部圧縮空気源、すなわち例えばコンプレッサーと、滅菌空気フィルターとの間の圧縮空
気通路は好ましくは、追加のフィルター要素が装備されない、すなわちフィルターを含ま
ない。滅菌空気フィルターを外部圧縮空気源と圧縮空気連結部との間の圧縮空気通路の端
部に直ぐ配置する代わりに、滅菌空気フィルターを圧縮空気連結部の近傍に配置すること
ができる。
【００１１】
プロセス水供給ユニットの外側に配置される滅菌空気フィルターと、プロセス水供給ユニ
ットのハウジング上に又はその中にある圧縮空気連結部との間の圧縮空気ラインの長さは
、好ましくは＜５ｍ、好ましくは＜２ｍ、より好ましくは＜１ｍである。
【００１２】
１つの好ましい構成において、プロセス水供給ユニットはスイッチを有し、このスイッチ
によって、圧縮空気入口と圧縮空気連結部との間の圧縮空気通路を遮断及び／又は開放す
ることができる。スイッチは好ましくは、滅菌空気フィルターの下流、好ましくは直ぐ下
流にある。代替的に、スイッチは、滅菌空気フィルターの上流にあることができる。
【００１３】
プロセス水供給ユニットは、円筒状リッド部を有することができる。円筒状リッド部は好
ましくは、滅菌空気フィルターを、好ましくは完全に、取り囲む。プロセス水供給ユニッ
トは、板状ベースプレートを有することができる。板状ベースプレートは、加圧水コンテ
ナを受容するためのコンテナ容器を、少なくとも部分的に形成することができる。プロセ
ス水連結部及び圧縮空気連結部は、少なくとも部分的に、板状ベースプレートを通過する
ことができる。
【００１４】
板状ベースプレートが円周シールを有する、又は円周シールが板状ベースプレートに設け
られる場合が有利であることが判明している。円周シールは、加圧水コンテナがコンテナ
容器に締結されると、加圧水コンテナを周囲からシールすることができる。円周シールは
好ましくはシールリングである。
【００１５】
１つの特に好ましい構成において、板状ベースプレートが、円筒状リッド部の完全に内側
に配置される。このことによって、プロセス水供給ユニットの、特に小型で清掃しやすい
構造が実現する。
【００１６】
円筒状リッド部は、その内周に、少なくとも１つのラッチ要素を有することができ、この
ラッチ要素に、加圧水コンテナの対応するラッチ要素が係合して、加圧水コンテナをコン
テナ容器に保持することができる。ラッチ要素は好ましくは、円筒状リッド部の内周に、
傾斜板として、又は傾斜板の形態で、構成される。複数のラッチ要素を、好ましくは互い
に均一に間隔をあけて、円筒状リッド部の内周に、配置することができる。傾斜板の形態
の３つのラッチ要素は、好ましくは、円筒状リッド部の内周に配置される。
【００１７】
加圧水コンテナ（これは、好ましくは円筒の形態で構成される）が、その外周に少なくと
も１つの対応するラッチ要素を有する場合が有利であることが判明している。対応するラ
ッチ要素は好ましくは、ラッチ突起であり、このラッチ突起は、円筒状リッド部の内周の
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、傾斜板の形態のラッチ要素に係合するように構成される。複数の、好ましくは３つの、
対応するラッチ要素は、加圧水コンテナの側面に設けることができる。
【００１８】
別の好ましい構成において、プロセス水供給ユニットは滅菌水フィルターを有する。滅菌
水フィルターは、プロセス水連結部の（好ましくは直ぐ）上流又は下流にあることができ
る。１つの好ましい構成において、滅菌水フィルターは、＜９０μｍ（マイクロメートル
）の孔径を有する。孔径が、＜５０μｍ、特に好ましくは＜１０μｍである場合が有利で
あることが判明している。１つの特に好ましい構成において、滅菌水フィルターは、＜０
．２μｍの孔径を有する。
【００１９】
滅菌水フィルターは特に好ましくは、プロセス水供給ユニットにおいて、プロセス水通路
の端部に配置される。プロセス水供給ユニットに設けられた殺生物剤を含まないプロセス
水は、それがプロセス水供給ユニットから出てくるときに、設けられた滅菌水フィルター
によって有効に滅菌することができる。滅菌水フィルターはもちろん、殺生物剤を含有す
るプロセス水が使用される場合にも設けることができる。
【００２０】
１つの特に好ましい構成において、プロセス水を貯蔵するための加圧水コンテナがプロセ
ス水供給ユニットに包含される。加圧水コンテナが１００ｍｌ～５０００ｍｌ（ミリリッ
トル）の容積を有する場合が有利であることが判明している。加圧水コンテナの容積は、
１０００ｍｌ～２０００ｍｌ、好ましくは１０００ｍｌ～１３００ｍｌであることができ
る。加圧水コンテナは好ましくは、円筒の形態で構成される。加圧水コンテナは特に好ま
しくは、少なくとも３バールまで、好ましくは５バールまで、耐圧性である。加圧水コン
テナは好ましくは、オートクレーブすることができる。加圧水コンテナは、例えば、プラ
スチック又は金属から成ることができる。
【００２１】
本目的は、前述のプロセス水供給ユニットを有する歯科医療処置ユニットによっても達成
される。同様に、本目的は、歯科医療処置ユニットにおいて前述のプロセス水供給ユニッ
トを使用することによって達成される。
【００２２】
本目的は、前述のプロセス水供給ユニットを有するＥＮＴ（耳鼻咽喉）処置ユニットによ
っても、ＥＮＴ処置ユニットにおいて前述のタイプのプロセス水供給ユニットを使用する
ことによっても、達成される。
【００２３】
歯科医療処置ユニット（歯科ユニット）の１つの好ましい構成において、プロセス水供給
ユニットのプロセス水連結部が、歯科医療処置ユニットのプロセス水取水口に連結される
。プロセス水は、歯科医療処置ユニットのプロセス水取水口を介して、歯科医療処置ユニ
ットのリンスヘッド又はドリルに供給することができる。
【００２４】
別の好ましい構成において、プロセス水供給ユニットの圧縮空気入口が、歯科医療処置ユ
ニットの圧縮空気出口に連結される。歯科医療処置ユニットはそれ自体で、圧縮空気源と
してコンプレッサーなどを有することができる。あるいは、歯科医療処置ユニットに、コ
ンプレッサー又は中央圧縮空気システムを介して供給することができる。
【００２５】
歯科医療処置ユニットの場合、滅菌空気フィルターはまた、好ましくは、包括的なプロセ
ス水供給ユニットのハウジングの内側に配置される。代替的に又はさらに、滅菌空気フィ
ルターを、プロセス水供給ユニットのハウジングの外側の、圧縮空気通路に、より精密に
は、歯科医療処置ユニットの圧縮空気出口とプロセス水供給ユニットの圧縮空気入口との
間の圧縮空気ホースに、配置することができる。
【００２６】
プロセス水供給ユニットを有する本発明に係るＥＮＴ処置ユニットは、歯科医療処置ユニ
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ットにしたがって、さらに発展させることができる。
【００２７】
本発明の別の態様によれば、本目的は、プロセス水供給ユニット、特に、前述のプロセス
水供給ユニットを操作するための方法によって達成される。この方法は、以下のステップ
を有する。
　特に、ろ過されていない圧縮空気を、圧縮空気源から、プロセス水供給ユニットの滅菌
空気フィルターに、案内するステップ；
　プロセス水供給ユニットの滅菌空気フィルターによってろ過された圧縮空気を、加圧水
コンテナに導入するステップ；
　ここで、加圧水コンテナは、処置の間、プロセス水、好ましくは殺生物剤を含有するプ
ロセス水で満たされ、その結果、プロセス水がプロセス水供給ユニットのプロセス水連結
部を介して分配され；及び／又は
　ここで、加圧水コンテナは、清掃段階の間、プロセス水を実質的に含まず、その結果、
滅菌空気フィルターの下流の空気通路が、滅菌空気フィルターによってろ過された圧縮空
気によるブローによってきれいにされる。
【００２８】
本発明に係る方法の結果、一方では、プロセス水が、実質的に細菌を含まない圧縮空気に
よって、加圧水コンテナから放出されることができる。他方では、プロセス水供給ユニッ
トの下流の歯科医療処置ユニットが、清掃段階において、滅菌圧縮空気でのブローによっ
てきれいにされることができる。この目的のために、加圧水コンテナは、空の、又はプロ
セス水を含まない、プロセス水供給ユニットに締結され、圧縮空気で作動される。次いで
、滅菌圧縮空気は、歯科医療処置ユニットに連結されるプロセス水連結部（これを介して
、処置操作の間にプロセス水が案内される）を介して、プロセス水連結部の下流の通路に
進む。歯科医療処置ユニット又はＥＮＴ処置ユニットは、滅菌空気で有利にブロー乾燥す
ることができる。ブロー乾燥は、例えば、夜間又は週末が望ましい。これは、それらの期
間の間、ＥＮＴ処置ユニット又は歯科医療処置ユニットの構成要素又はホース（これらは
、ブロー乾燥しなければ水を含む）中に、プロセス水が停滞する可能性を除外する目的の
ためである。これは、バイオフィルムによる望ましくないコロニー形成を防止することが
できる。それ故に、滅菌空気フィルターによって生成される滅菌空気は、微生物及び栄養
物（これらは典型的には、ろ過されていない圧縮空気を介して持ち込まれる）によってそ
れぞれの処置ユニットが汚染されるのを有効に防止する。
【００２９】
本発明に係る方法は、プロセス水供給ユニット及び／又は医療処置ユニットを参照して説
明される特徴によって、さらに発展させることができる。
【００３０】
ここで、本発明の実施形態例を、図面を用いて以下に説明する。本発明のさらなる利点、
特徴及び詳細を、好ましい実施形態例の以下の説明によって、図面を用いて示す。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明に係るプロセス水供給ユニットの一実施形態例の略図を示す。
【００３２】
【図２】図２は、図１のプロセス水供給ユニットの内部図の略図を示す。
【００３３】
【図３】図３は、図２の図の下面図を示す。
【００３４】
【図４】図４は、図１のプロセス水供給ユニットの円筒状リッド部の略図を示す。
【００３５】
【図５】図５は、ベースプレートが挿入された図４の円筒状リッド部を示す。
【００３６】
【図６】図６は、図１のプロセス水供給ユニットの加圧水コンテナの透視図を示す。
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【００３７】
【図７】図７は、プロセス供給ユニットを有する歯科医療処置ユニットの第１の実施形態
例を示す。
【００３８】
【図８】図８は、プロセス水供給ユニットを有する歯科医療処置ユニットの第２の実施形
態例を示す。
【００３９】
【図９】図９は、本発明に係るプロセス水供給ユニットを操作するための方法の略図を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
プロセス水供給ユニット１００が、図１に示される。プロセス水供給ユニット１００は、
円筒状リッド部６０を有する。プロセス水供給ユニット１００を圧縮空気源３００に連結
するための圧縮空気入口１０が、リッド部６０に配置される（図７参照）。さらに、プロ
セス水連結部３０が円筒状リッド部６０に設けられ、このプロセス水連結部を介して、プ
ロセス水を医療処置ユニット２００に分配することができる（図７参照）。
【００４１】
プロセス水供給ユニット１００はコンテナ容器８０を有し、ここで示される実施形態例に
おいて、円筒の形態で構成される加圧水コンテナ９０がコンテナ容器８０に配置される。
プロセス水連結部３０を介して分配されるべき、殺生物剤を含有するプロセス水ＢＷが、
加圧水コンテナ９０に充填される。圧縮空気入口１０の圧縮空気は、円筒状リッド部６０
に設けられたスイッチ４０を介して開放することができ、プロセス水コンテナ９０に設け
られたプロセス水ＢＷは、圧縮空気ＤＬによって、プロセス水連結部３０の外に、導くこ
とができる。
【００４２】
図２は、図１のプロセス水供給ユニット１００の内部図を示す。明確にするために、円筒
状リッド部６０（図１参照）は示されていない。図１のプロセス水供給ユニットは圧縮空
気入口１０を含み、これを介して圧縮空気ＤＬは、プロセス水供給ユニット１００に包含
される滅菌空気フィルター５０に、流入することができる。ここで示される実施形態例に
おいて、滅菌空気フィルター５０が、ハウジング容積の内側に、又はより正確には、円筒
状リッド部６０の容積の内側に、配置される（図１参照）。
【００４３】
プロセス水供給ユニット１００は、圧縮空気連結部２０をさらに有し、これを介して、圧
縮空気入口１０から出てくる圧縮空気ＤＬが流れることができる。ここで示される実施形
態例において、プロセス水供給ユニット１００は板状ベースプレート７０を有する。圧縮
空気連結部２０は、少なくとも部分的に、ベースプレートを通過することができる。同様
に、プロセス水供給ユニット１００はプロセス水連結部３０を有し、このプロセス水連結
部３０は、示されるように、板状ベースプレート７０を部分的に通過する。
【００４４】
加圧水コンテナを受容するためのコンテナ容器８０（図１参照）は、ここでは、板状ベー
スプレート７０によって形成される。このことは、加圧水コンテナ９０がコンテナ容器８
０に配置されると、板状ベースプレート７０の下側に突出するプロセス水連結部３０及び
板状ベースプレート７０の下側に突出する圧縮空気連結部２０が、加圧水コンテナ９０の
容積に突き出ることを意味する。
【００４５】
図２から推測できるように、滅菌空気フィルター５０は、圧縮空気入口１０の直ぐ下流に
ある。滅菌空気フィルター５０の直ぐ下流に位置するのはスイッチ４０であり、このスイ
ッチ４０によって、圧縮空気入口１０と圧縮空気連結部２０との間の圧縮空気通路を遮断
及び開放することができる。
【００４６】
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本発明に係るプロセス水供給ユニット１００の機能が、以下により詳細に説明される。圧
縮空気源から出てくる圧縮空気ＤＬは、矢印の方向で圧縮空気入口１０に入る。圧縮空気
入口１０に入る圧縮空気ＤＬは、実質的にろ過されていない。すなわち圧縮空気ＤＬは、
依然として細菌を含有している可能性がある。圧縮空気通路のさらなる進行の中で、圧縮
空気ＤＬは、この場合、＜０．２μｍの孔径を有する滅菌空気フィルター５０を通って進
む。圧縮空気ＤＬは、ホース連結を介し、スイッチ４０（これは、ここで示される実施形
態例において、開位置で示されている）に進み続ける。したがって、圧縮空気ＤＬは、妨
げられずに、圧縮空気連結部２０の方向に、流れ続けることができ、圧縮空気連結部２０
を介して加圧水コンテナ９０に入ることができる（図１参照）。
【００４７】
プロセス水ＢＷは、変位の原理にしたがい、加圧水コンテナ９０に導入された圧縮空気Ｄ
Ｌによって、板状ベースプレート７０の下側のプロセス水連結部３０内に、矢印の方向に
押圧され、板状ベースプレート７０の上に位置するプロセス水連結部３０の部分から出て
くる。歯科医療処置ユニット２００に通じるプロセス水供給ライン２３０は、典型的には
、板状ベースプレート７０の上側に位置するプロセス水連結部３０の部分に連結される（
図７参照）。
【００４８】
圧縮空気入口１０の入口は、図１に示されるように、円筒状リッド部６０に必ずしも配置
されないことに注意されたい。むしろ、円筒状リッド部６０はまた、貫通開口部を有する
こともでき、この貫通開口部を介して、圧縮空気入口１０に連結することが意図される圧
縮空気ホースが、その中を通って案内されることとなる。したがって、プロセス水連結部
についても同様のことが言える。
【００４９】
図３は、図２のプロセス水供給ユニット１００を、下面図で、すなわち、加圧水コンテナ
９０の方向から見て示す。板状ベースプレート７０の下側にはっきりと見えるのは、加圧
水コンテナ９０に突き出ている、圧縮空気連結部２０のセクション又はプロセス水連結部
３０のセクションである（組み立てられている場合）。圧縮空気ＤＬの流れ方向及びプロ
セス水ＢＷの流れ方向は、矢印の方向によって示されている。
【００５０】
板状ベースプレート７０は、その下面に、円周シール７５（この場合はシールリング）、
を有する。加圧水コンテナ９０は、図１に示されるように円筒状リッド部６０に配置され
ると、円周シール７５によって周囲からシールされる。
【００５１】
次いで、図４は、円筒状リッド部６０を下面図で示す。圧縮空気入口１０又はプロセス連
結部３０に通じる連結ホースを通して案内するための開口部が、円筒状リッド部６０の上
部に示されている。
【００５２】
円筒状リッド部６０に軸方向に配向されたウェブ６２は、板状ベースプレート７０を支持
するのに役立ち（図５参照）、円筒状リッド部の内周に延在する。ウェブ６２のうちの１
つは、下側に凹部６３を有し、この凹部６３は、板状ベースプレート７０を、円筒状リッ
ド部６０内に、正しい回転位置で挿入することを可能にする。ブリッジ６５（これも、円
筒状リッド部６０の内側に設けられる）は、板状ベースプレート７０を円筒状リッド部６
０にねじ留めするのに役立つ。
【００５３】
加圧水コンテナを円筒状リッド部６０に保持することができるように、傾斜板の形態のラ
ッチ要素６１が、円筒状リッド部の内周６０に配置される。このことは、図６を参照して
以下により精密に説明される。
【００５４】
次いで、図５は、板状ベースプレート７０が挿入された図４の円筒状リッド部６０を示す
。板状ベースプレート７０は貫通開口部７６を有し、これを介して板状ベースプレート７
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０を、円筒状リッド部６０のウェブ６５（図４参照）にねじ留めすることができる。図５
から推測できるように、板状ベースプレート７０は、円筒状リッド部６０の完全に内側に
配置される。滅菌空気フィルター（ここでは示されず）は、板状ベースプレート７０の上
側に位置し、同様に、円筒状リッド部６０の完全に内側に配置される。下側の凹部６３（
図４参照）と相互作用する、板状ベースプレート７０の対応する凹部７３は、板状ベース
プレート７０を、円筒状リッド部６０内に、正しい回転位置で挿入するのに役立つ。
【００５５】
ここで、加圧水コンテナ９０の締結を、図６を参照してより精密に説明する。表現上の理
由で、円筒状リッド部６０（図１及び５参照）は、図６では示されていない。むしろ、リ
ッド部の２つのラッチ要素６１のみが、円筒状リッド部のパーツとして、図６において配
置される。
【００５６】
合計で、３つのラッチ要素６１が、外周側に設けられており、図６では、そのうち２つの
みが見える。円筒状リッド部のラッチ要素６１はこの場合、傾斜板の形態で構成される。
ここで示される実施形態例において、加圧水コンテナ９０は円筒の形態で構成され、環状
つば９７を有する。この環状つば９７は、板状ベースプレート７０（図５参照）上に載る
ことが意図される。ラッチ突起の形態のラッチ要素９１は、つば９７に配置され、円筒状
リッド部のラッチ要素６１（これは、傾斜板の形態で構成される）に対応する。
【００５７】
加圧水コンテナ９０をプロセス水供給ユニット１００のコンテナ容器に配置するために、
加圧水コンテナ９０は、円筒状リッド部６０と同軸に保持され、円筒状リッド部６０内に
押し込まれる。この場合時計回りの方向の、わずかな回転運動によって、加圧水コンテナ
９０の対応するラッチ要素９１を、円筒状リッド部のラッチ要素６１とラッチ連結させる
ことができる。ここで示される実施形態例において、加圧水コンテナ９０を円筒状リッド
部６０に係合させるために、２０°未満の回転が必要とされる。その結果として、加圧水
コンテナ９０を、特に迅速に、有利に交換することができる。
【００５８】
加圧水コンテナ９０と板状圧力プレート７０との間のシールを保証するために、円周溝９
５が加圧水コンテナ９０のつば９７上に構成され、円周シール７５（図３参照）が円周溝
９５に係合することができる。円周シール７５は、板状ベースプレート７０に必ずしも配
置されない。むしろ、円周シール７５は、別個のシールリングとしても設けることができ
る。
【００５９】
図７は、歯科医療処置ユニット２００及び圧縮空気源３００に連結される、本発明に係る
プロセス水供給ユニット１００を示す。コンプレッサーの形態の圧縮空気源３００は、圧
縮空気供給ライン３１０を介して、プロセス水供給ユニット１００の圧縮空気入口１０に
連結される。そのため、圧縮空気源３００から出てくる圧縮空気ＤＬは、圧縮空気入口１
０に流入することができる。
【００６０】
圧縮空気ＤＬが導入される結果、加圧水コンテナ９０中に位置するプロセス水ＢＷが、プ
ロセス水供給ライン２３０を介して、医療処置ユニット２００（この場合歯科ユニット）
に供給される。歯科ユニットとして設けられる医療処置ユニット２００において、プロセ
ス水ＢＷは次に、ドリル又はリンスヘッドに供給される。図７に示される実施形態例にお
いて、本発明にしたがって設けられる滅菌空気フィルター５０は、プロセス水供給ユニッ
ト１００のハウジングの内側に配置される。
【００６１】
図８は、医療処置ユニット２００に結合されたプロセス水供給ユニット１００を示す。図
７を参照して説明された実施形態例とは対照的に、本発明にしたがって設けられる滅菌空
気フィルター５０は、圧縮空気源３００（これは、プロセス水供給ユニット１００の外部
にある）と、圧縮空気入口１０との間の圧縮空気通路に配置される。
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【００６２】
滅菌空気フィルター５０及び圧縮空気源３００は、圧縮空気供給ライン３１０（これは、
この場合、２メートルよりも短い）を介して、互いに連結される。滅菌空気フィルター５
０は、出口側で、圧縮空気入口１０に、フィルターライン３１１（これは、この場合、２
メートルよりも短い）を介して連結される。圧縮空気源３００（この場合、医療処置ユニ
ット２００の圧縮空気連結部）は、中央圧縮空気コンプレッサー４００によって圧力が供
給される。
【００６３】
実質的にろ過されていない圧縮空気が、圧縮空気源３００を介して、滅菌空気フィルター
５０に供給され、この滅菌空気フィルター５０から、前記圧縮空気が圧縮空気入口１０に
進む。既に述べたとおり、プロセス水ＢＷは、加圧水コンテナ９０から、プロセス水ライ
ン２３０を介して、歯科医療処置ユニット２００に進む。歯科医療処置ユニット２００に
連結されているのはリンスヘッド２１０であり、このリンスヘッド２１０にプロセス水が
導入される。
【００６４】
図７及び８に示される実施形態例（ここでは、プロセス水供給ユニット１００が医療処置
ユニット２００の外側に配置される）の代わりに、プロセス水供給ユニット１００は、処
置ユニット２００のハウジングの内側にも、もちろん配置することができる。
【００６５】
図９は、例として、本発明に係るプロセス供給ユニットを操作するための方法を示す。
【００６６】
第１のステップＳ１において、特に、ろ過されていない圧縮空気が、圧縮空気源からプロ
セス水供給ユニットの滅菌空気フィルターに案内される。
【００６７】
後続のステップＳ２において、プロセス水供給ユニットの滅菌空気フィルターによってろ
過された圧縮空気が、加圧水コンテナに導入される。
【００６８】
ステップＳ３（これは典型的には、処置プロセスのフレームワーク内で実施される）にお
いて、加圧水コンテナは、プロセス水、好ましくは殺生物剤を含有するプロセス水で満た
され、その結果、プロセス水は、プロセス水供給デバイスのプロセス水連結部を介して、
例えば歯科医療処置ユニットのリンスヘッド又はドリルに、分配される。
【００６９】
代替的又は追加のステップＳ４において、加圧水コンテナは、清掃段階の間、プロセス水
を実質的に含まず、その結果、滅菌空気フィルター又はそのプロセス水連結部の下流のプ
ロセス水通路は、滅菌空気フィルターによってろ過された圧縮空気によるブローによって
きれいにされる。
【符号の説明】
【００７０】
＜参照番号のリスト＞
１０　圧縮空気入口
２０　圧縮空気連結部
３０　プロセス水連結部
４０　スイッチ
５０　滅菌空気フィルター
６０　円筒状リッド部
６１　リッド部のラッチ要素
６２　ウェブ
６３　凹部
６５　ブリッジ
７０　板状ベースプレート
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７３　ベースプレートの凹部
７５　円周シール
７６　貫通開口部
８０　コンテナ容器
９０　加圧水コンテナ
９１　加圧水コンテナのラッチ要素
９５　円周溝
９７　加圧水コンテナのつば
１００　プロセス水供給ユニット
２００　医療処置ユニット
２３０　プロセス水供給ライン
３００　圧縮空気源
３１０　圧縮空気供給ライン
３２０　フィルターライン
４００　中央圧縮空気コンプレッサー
ＢＷ　プロセス水
ＤＬ　圧縮空気

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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